
福島県教育委員会社会教育施設におけるキャッシュレス決済を活用した指定納付受託業務
公募型プロポーザル募集要領

１ 趣旨
本要領は、福島県教育委員会社会教育施設において、クレジットカード、電子マネ

ー及びＱＲコード決済（以下「キャッシュレス決済」という。）により、利用者から代
金を徴収し、県に納付する事業者（以下「指定納付受託者」という。）を企画提案型公
募（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるもので
ある。

２ 業務概要
（１） 業務名

福島県教育委員会社会教育施設におけるキャッシュレス決済を活用した指定納

付受託業務
（２） 業務の内容

福島県教育委員会社会教育施設において利用者が支払う観覧料等の代金をキャ
ッシュレス決済により徴収し、県に納付する業務（以下「納付業務」という。）

（３） 仕様
別添「福島県教育委員会社会教育施設におけるキャッシュレス決済を活用した

指定納付受託業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり

３ 参考予算規模
令和８年度 203,760円（消費税及び地方消費税を含む。）程度を想定している。
なお、本業務に係る各年度の歳入歳出予算が成立することが条件となる。

４ プロポーザルへの参加資格要件
次の（１）又は（２）に掲げる者とする。ただし、契約締結日までの間に当該資格

要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。
（１） 次に掲げる要件の全てを満たす事業者

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第167条の4の規定に該当する者
でないこと。

② 法人格を有している者であること。
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２
条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に
掲げる者でないこと。
ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合に
はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下、同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す
るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し
ている者。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
者。



④ 納付事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有する者である
こと。

⑤ その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる
知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

⑥ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更正手続開始の申立て
をした者若しくはなされた者（同法第41条第１項に規定する更正手続き開始の決
定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再
生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第33条第１項に規定する
再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

⑦ 経営状況が著しく不健全であると認められない者であること。
⑧ 県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑨ 募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参
加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。

⑩ 福島県指定金融機関の県口座（株式会社東邦銀行県庁支店 別段預金）に払い
込みができる者であること。

⑪ 日本国内で同種･類似業務の実績を複数有する者であること。
（２） 次に掲げる要件の全てを満たす複数で構成された事業者（以下「複合体事業者」

という。）
① 構成している事業者の中から代表となる法人（以下「代表事業者」という。）
を定めていること。

② 構成している事業者のうち１者以上は、日本国内で同種･類似業務の実績を複
数有し、かつ（１）⑩に対応できること。

③ 構成している事業者全てが（１）①～⑨に該当すること。

５ 応募手続き質問の受付及び回答
（１） 質問の受付

受託業務に関する質問については、原則として「質問書」（第１号様式）を提出
するものとする。

受付期間：令和７年１２月１２日（金）午後５時まで（必着）
受付方法：電子メールにより送付すること。提出先に電話により着信の確認

を行うこと。
回 答 日：随時(最終回答予定日：令和７年１２月１６日(火))
回答方法：県のホームページで公表する。ただし、質問又は回答の内容が質

問者の具体的な提案事項に密接にかかわるものについては、質問
者に対してのみ電子メールで行う場合がある。

（２） 参加申込書の提出
プロポーザルに参加する者は、次により参加申込書を提出するものとする。
提出期限：令和７年１２月１９日（金）午後５時まで（必着）
提出方法：電子メールにより送付すること。提出先に電話により着信の確認

を行うこと。
※ 参加申込書を提出した者には、参加資格の適否の結果を通知
する。

提出書類：公募型プロポーザル参加申込書（第２号様式）
提出部数：１部
留意事項：① 複合体事業者で参加する場合は、代表事業者が提出すること。

その際、すべての事業者が分かる資料を添付すること。（様式



任意）
② 参加申込書の再提出は、提出期限内に限り認める。

（３） 応募書類の提出について
参加申込書提出者は、次により応募書類を提出するものとする。
提出期限：令和８年１月９日（金）午後５時まで（必着）
提出方法：郵送又は持参
提出書類：① 企画提案書（第３号様式）（６ 企画提案書作成要領に基づき

作成すること）
② 業務詳細提案書(様式任意)

Ａ４版とし、カラー・モノクロ・片面･両面を問わない。
③ 同意書（第４号様式）
④ 事業者の概要（第５号様式 会社パンフレット可）

⑤ 受注実績（第６号様式）
（実績を示す資料（報告書の概要等、コピー可）を参考資料

として添付すること）
⑥ 役員一覧
⑦ 法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
⑧ 定款の写し
⑨ 直近２事業年度の決算書類（貸借対照表及び損益計算書等財
産的基礎を確認できる資料）

⑩ 県税等の滞納がないことの証明書
(本県の県税が課税されていない者で県外に主たる事務所を有
する者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県税につ
いて、未納がない事の証明書）

⑪ コンプライアンス体制が確認できる資料
⑫ 複合体事業者にあっては、代表事業者を示す書類（アクワイ

アラーである代表事業者が指定納付受託者となること）
⑬ 仕様書６（１）（２）について

①を予定している場合：①の仕様を証する書類
②を予定している場合：仕様を満たしていることを証する書

類と見積書
⑭ 再委託予定先と再委託予定内容（予定している場合のみ）
⑮ サポート体制が確認できる資料（対応マニュアルを含む）
⑯ その他（加盟店規約等、契約に当たり必要となる資料等）
なお、上記⑦及び⑩については、企画提案提出日の３ヶ月以内

に交付されたものとします。
提出部数：③は１部、それ以外は７部（１部は提案者名入り、６部は提案者

名なし、⑦については１部は原本、６部はコピー可）
複合体事業者の場合は、③、⑫は１部、それ以外は構成員ごとに
７部（１部は提案者名入り、６部は提案者名なし、⑦については
１部は原本、６部はコピー可）

留意事項：① 企画提案に係る一切の経費については、応募者の負担とする。
② 提案された企画提案書について、県から質問することがある。
③ 提出された企画提案書は、選定作業のため必要最低限の範囲
で複写することがある。

④ 提出された企画提案書は返却しない。



⑤ 次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。
ア 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、
第９３条（心裡留保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯
誤）に該当する提案

イ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
⑥ 企画提案書等の提出期限後の内容変更、差し替え又は再提出
は認めない。

６ 企画提案書作成要領
（１） 企画提案書は下記の内容を含めること。

① キャッシュレス決済手段ごとの取扱ブランドの種類
・ 仕様書３の条件を満たすこと。
・ その他、利用者（インバウンドを含む）の利便性が向上するブランドを提案

すること。
② 決済端末の規格、性能等
・ 仕様書の条件を満たすこと。
・ その他、以下について提案すること。

決済端末の取扱方法（決済の取消操作方法、集計業務等の取扱方法を含む。）
③ 決済端末等の保守費用
④ 取扱手数料率等（消費税の課税・非課税の別、県への振込手数料の金額等につ
いても記載のこと）

⑤ ③～④以外にかかる経費負担（付属品や消耗品費用等）
・ 県の負担分と指定納付受託者負担分を分けて記載すること。

⑥ 納付業務開始時期、支払いサイクル及び方法等
⑦ 決済端末等の設置スケジュール
⑧ サポート体制
・ 以下について提案すること。
ａ システム導入時のサポート体制（決済端末等の操作研修等）
ｂ 障害発生時の対応とその連絡方法

⑨ 紛失･盗難カードの不正使用に対する防止対策及び補償制度
⑩ 個人情報の保護に関する対策
⑪ 上記のほか、今後、導入を検討している他の施設への展開やインバウンドや県
民の利便性向上等に繋がる内容等

（２） 作成上の注意点
① 原則Ａ４版で作成すること。
② 文字の大きさは原則として１０．５～１２ポイントとする。

７ 選定方法
（１） 参加申込者について「４ プロポーザルへの参加資格要件」に規定する参加資

格要件の確認を行い、確認の結果、参加資格要件を満たさなかった参加申込者に
対しては、理由を付して書面により通知する。この場合、提出された企画提案書
の審査は行わない。

（２） 提出された企画提案書は「福島県教育委員会社会教育施設におけるキャッシュ
レス決済を活用した指定納付受託業務公募型プロポーザル審査委員会」において、
別記「審査基準」に基づき採点方式により審査を行う。なお、企画提案書が仕様
書の条件を満たしていない場合は、審査委員会による審査を行わず、選定しない
こととする。



（３） 審査に当たり、ヒアリングを実施する場合がある。
（４） 審査の結果、同点となった事業者が複数あった場合は、審査委員会で協議を行

う。
（５） 評価点が最高得点の６割以上であることを選定の条件とし、審査の結果、本件

にふさわしい提案がないと判断した場合は選定しない場合がある。
（６） 提出された企画提案書等は、行政文書となるため、福島県情報公開条例等によ

る開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き開示する
こととなる。

８ 選定結果の公表
選定結果は、令和８年１月下旬に全ての応募者に文書で通知するとともに、県のホ

ームページで公表する。

９ 契約相手方の決定方法
福島県財務規則（昭和３９年福島県規則第１７号）に定める随意契約の手続きによ

り、県は、審査委員が選定した指定納付受託者候補者と業務履行に必要な具体的な協
議を行い、協議が整った場合は、指定納付受託候補者から見積書を徴取後、予定価格
の範囲内であることを確認の上、見積書の内容を精査し、契約を締結する。
なお、指定納付受託候補者と協議が整わなかった場合は、総合点が２番目に高かっ

た者と改めて協議を行う。

１０ 問い合わせ先及び各種書類の提出先
福島県教育庁社会教育課
〒９６０－８６８８ 福島県福島市杉妻町２番１６号 福島県庁西庁舎４階
電話 ０２４－５２１－７７８８
E-mail：k.syakaikyouiku@pref.fukushima.lg.jp


